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『安全衛生管理書類（グリーンファイル）』 運用ルール

第２版

日頃より、弊社の建設業法遵守への取り組みにご協力いただき感謝申し上げます。
弊社元請工事における 『安全衛生管理書類（グリーンファイル）』 の運用ルールに
ついて、本資料をご確認いただき書類提出にご協力をお願いいたします。

パートナー会社の皆さまへ

技術本部 事業推進部
2025/3/27
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制改訂履歴

＜注意事項＞
グリーンサイトは事前に各種証明書類等をアップロードしておく事で、書類作成時に自動で添付される仕組みになっています。（一部の書類を除く）
従って、グリーンサイトで提出される場合は、グリーンサイトの運用に従っていただくようお願いいたします。

版 数 制改訂年月日 記 事

第１版 2023年12月27日
押印見直し、社会保険加入証跡等の添付書類の簡素化
「事業主・一人親方等就労報告書」、「不法就労外国人等を雇用しない誓約書」の廃止

第2版 2025年3月27日
健康保険証の発行廃止に伴う主任技術者の恒常的な雇用関係を証明できる書類の変更
グリーンファイル書類提出ルールを追加
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『安全衛生管理書類（グリーンファイル）』 日本メックス 書類提出ルール

《凡例》
◎：必須 〇：条件により要 －：不要

一般工事 ※1 小規模工事 ※1

記 事
施工体制台帳作成工事
（建設業法で作成義務がある工事）

施工体制台帳不要工事 ※2
（日本メックス ルール）

施工体制台帳作成建設工事の通知書 － － －

施工体制台帳 － － －

人員配置計画書 － － － 専任特例1号、（特定）営業所技術者※3 が兼任の場合、技術者が所属する企業において作成・保管する。（提出不要）

下請負業者編成表 ○ ○ －

再下請負通知書(変更届) ◎ － －

一号特定技能外国人建設現場入場届出書 ○ ○ ○

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 － － －

作業員名簿 ◎ ◎ ◎

作業主任者･作業指揮者選任報告書 ○ ○ － 適切な作業主任者を選任すること。作業主任者の資格証の写しを添付すること。

年少者･高齢者就労報告書 ○ ○ ○ 入場する年少者の年齢を正確に報告すること。年少者の場合、住民票記載事項証明書を添付すること。

送り出し教育シート ◎ ◎ ◎
現場に入場する作業員を正確に報告すること。送出し教育シートを書面（印刷）で当該作業員が新規入場する際に手
渡しで現場代理人へ渡す。印字で記名されている場合は、記名の上に自筆で署名をすること。

新規入場者調査票 ◎ ◎ － グリーンサイトでメックス独自帳票を使用する場合は、「紙の押印」に準ずる

移動式クレーン･車両系建設機械等使用届 ○ ○ ○
使用する機械の点検状況を正確に報告すること。移動式クレーン・車両系建設機械等使用届に、定期自主検査帳票
（月次・年次・特定）の写しを必ず添付すること。

持込機械等 電動工具･電気溶接機等使用届 ○ ○ ○

工事･通勤用 車両届 ○ ○ －
事故が起きた場合の責任の所在を明確にすること。運行経路図の提出までは求めないが、運行経路は必ず届出書に
記載すること。また、任意保険加入証書の写しは必ず添付すること。

有機溶剤･特定化学物質等持込使用届 ○ ○ ○
届出会社が持ち込む有機溶剤や特定化学物質を正確に報告すること。届出会社の作業主任者の資格証の写しを添
付する。

火気使用願 ○ ○ ○ 火気使用願は元請の防火管理者、担当係員が許可条件等を記載し返却する。

脚立使用申請書 ○ ○ ○
※1：一般工事とは、日本メックスの受注額が東日本エリア 税抜３００万円以上（西日本エリア 税込500万円以上)の工事。小規模工事とは、一般工事の金額未満の工事
※2：建設業法では作成義務がなくとも発注者指示により作成が必要な場合がある
※3：「特定営業所技術者」および「営業所技術者」をいう
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施行体制台帳・再下請負通知書の添付書類（公共工事※と民間工事で異なります）

施工体制台帳に添付する書類
（一次協力会社様）

公共工事※ 民間工事

添付要否 添付書類 添付要否 添付書類

健康保険加入証跡 不要 - 不要 -

厚生年金加入証跡 不要 - 不要 -

雇用保険加入証跡 不要 - 不要 -

建設業許可証の写し 要 建設業許可通知書（写し）の添付 不要 -

監理・主任技術者の資格の証跡 要 資格証(写し)等の添付 要 資格証（写し）等の添付

監理・主任技術者の雇用関係の証跡 要 雇用保険の被保険者証(写し)等の添付 要 雇用保険の被保険者証(写し)等の添付

下請人との契約書類の写し 要 契約書類(写し)の添付 要 契約書類(写し)の添付

再下請負通知に添付する書類
（二次以下の協力会社様）

公共工事※ 民間工事

添付要否 添付書類 添付要否 添付書類

健康保険加入証跡 不要 - 不要 -

厚生年金加入証跡 不要 - 不要 -

雇用保険加入証跡 不要 - 不要 -

建設業許可証の写し 要 建設業許可通知書（写し）の添付 不要 -

主任技術者の資格の証跡 要 資格証(写し)等の添付 不要 -

主任技術者の雇用関係の証跡 要 雇用保険の被保険者証(写し)等の添付 不要 -

下請人との契約書類の写し 要 契約書類(写し)の添付 要 契約書類(写し)の添付
※：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（入契法施行令）において、「公共工事とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう」とされています。
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外国人建設現場入場時に提出する書類について

「特定技能及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」 に準拠し、特定技能1号の入場時は、
『一号特定技能外国人建設現場入場届出書』 を作成・提出ください。
また、在留資格により添付する書類は下記のとおりです。

在留資格 グリーンファイル 添付する証明書類

特定技能1号 一号特定技能外国人建設現場入場届出書
［特定技能制度に関する下請指導ガイドライン］

・在留カード写し ［出入国管理及び難民認定法第７３条の２］

・パスポート写し
・雇用条件書写し
・建設特定技能受入計画認定書写し（別紙含む）
・建設キャリアアップシステムカード写し
［特定技能制度に関する下請指導ガイドライン］

特定技能2号 作業員名簿 ・在留カード写し ［出入国管理及び難民認定法第７３条の２］

技能実習生
※雇用主が建設業許可があること

作業員名簿 ・在留カード写し ［出入国管理及び難民認定法第７３条の２］

・パスポート写し
・雇用契約書写し 及び 雇用条件書写し
・技能実習計画認定通知書写し 及び 技能実習計画写し
・建設キャリアアップシステムカード写し（技能実習生１号を除く）
［特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について］

※JITCO（国際人材協力機構）外国人技能実習生 建設現場入場許可申請書に基づく
グリーンサイトも同様

永住者
定住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等

作業員名簿 ・在留カード写し ［出入国管理及び難民認定法第７３条の２］

特別永住者 － ・不要
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再下請負通知書の提出について

二次がいない一次協力会社様は、当社が施工体制台帳の右側に記載すべき情報を提供ください。

施工体制台帳

元請
情報

一次
下請負業者

情報

＜例＞最大次数が一次までの場合

施工体制台帳

元請
情報

一次
下請負業者

情報

再下請負通知書

一次
下請負業者

情報

二次
下請負業者

情報
＋

＜例＞最大次数が二次までの場合

二次以下がいる一次協力会社様は、全ての次数の再下請負通知書を提出してください。
但し、最大次数の左側のみ記載された通知書の提出は不要です。


